
 

 

 

 

 

● 共 通 事 項 （集会施設・体育施設） 

 ・基本料金とは、連続して使用する時間が 4時間以内の場合の金額 

 ・超過料金とは、4時間を超えて使用した場合の 1時間あたりの加算料金 

・使用時間が各時間に満たない場合であっても当該時間区分どおり使用したものと 
 みなします。 

 ・使用のための準備・後片付け・掃除に要する時間は使用時間に含まれます。 

 ・暖房料金徴収は、11月 1日から 4月 30日までです。（10円未満の端数は切り捨てる。） 

 ・冷房設備のある施設では、冷房を使用した場合、冷房料金を徴収します。（10円未満
の端数は切り捨てる。） 

 ・一部の施設を除き町外の者の使用は、基本及び超過料金の 3倍とし、町内外の者の営
利を目的とする使用は 5倍となります。（町民と町民以外の者が混在する団体・グル
ープは、代表者が町民で、構成員の 7割以上が町民であれば町民として扱います。） 

 ・団体年間使用料の対象は、代表者が町民で、構成員の 7割以上を町民が占める 5人以
上の団体・グループが、年度当初等に策定する年間利用計画に基づいて使用する場合

とします。 

 ・団体年間使用料の 1 回の使用は 4 時間以内とし、4 時間を超える場合は基本料金の   
1時間あたりの超過料金を徴収します。 

 ・団体年間使用料金には、冷暖房料金を含みます。 
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●コミュニティセンター使用料 

 ①町民センター                               （円） 
基本料金 

使用区分 
使用時間４時間以内 

使用時間４時間を超え

るとき１時間につき 

暖房料 

子供会室 ５００ １２０  

町民研修室、婦人研修室 

青年研修室、町民娯楽室 
３００  ７０  

住民相談室 ２００  ５０  

大集会室 ６００ １５０  

左記料金 

の３割増 

 ※営利を目的とする使用はできません。 
 ②町民センター団体年間使用料                        （円） 

回  数 
使用区分 

15 回まで 30 回まで 60 回まで 61 回以上 

子供会室・大集会室 １，８００ ３，０００ ５，０００ ７，０００

町民研修室・婦人研修室・住民相

談室・青年研修室・町民娯楽室 
９００ １，５００  ２，５００ ３，５００

 ③西町町民センター（産業会館）                       （円） 
基本料金 

使用区分 
使用時間４時間以内 使用時間４時間を超える

とき１時間につき 
暖房料 

大会議室 ６００ １５０ 

小会議室、研修室 ３００  ７０ 

左記料金 
の３割増 

 ④西町町民センター（産業会館）団体年間使用料                （円） 
回  数 

使用区分 
15 回まで 30 回まで 60 回まで 61 回以上 

大会議室 １，８００ ３，０００ ５，０００ ７，０００ 
小会議室、研修室 ９００ １，５００ ２，５００ ３，５００ 

お問い合わせ 総務課財政係（℡32-2421） 
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●交流施設「ひだまり」使用料 

 ①屋内使用料                                 （円） 
基本料金 

使用区分 
使用時間 4時間以内 

使用時間 4 時間を超える

とき 1時間につき   

暖房料 

体験交流室 ８００ ２００ 

ミーティングルーム ３００ ７０ 

休憩室 ５００ １２０ 

 左記料金の 

 3 割増 

 ②ポーチ使用料                （円） 

団   体 月 額 ２，０００ 

個   人 月 額 １，０００ 

 ③団体年間使用料                                  （円） 
回  数 

使用区分 
15 回まで 30 回まで 60 回まで 61 回以上 

体験交流室 ２，８００ ４，８００ ８，０００  １１，０００ 

ミーティングルーム ９００ １，５００ ２，５００  ３，５００ 

休憩室 １，８００ ３，０００ ５，０００  ７，０００ 

お問い合わせ 総務課まちづくり推進係（℡32-2421） 
交流施設「ひだまり」（℡32-3300） 
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●地域センター                                    (円) 

基本料金 

使用区分 
使用時間 4時間以内 

使用時間 4時間を超える

とき 1時間につき 

暖房料 

集会室 ５００ １２０ 

和室 ２００ ５０ ①東町地域センター 

厨房 ４００ １００ 

集会室 ５００ １２０ 

和室 ２００ ５０ ②もみじ集会所 

厨房 ４００ １００ 

集会室 ３００ ７０ 

和室 ２００ ５０ ③若草集会所 

厨房 ４００ １００ 

集会室 ３００ ７０ 

会議室 ３００ ７０ ④大成寿の家 

調理実習室 ４００ １００ 

集会室 ６００ １５０ 

会議室 ３００ ７０ 

和室 ２００ ５０ 
⑤中和地域センター 

厨房 ４００ １００ 

集会室 ６００ １５０ 

会議室 ３００ ７０ 

小会議室 ２００ ５０ 
⑥三和地域センター 

調理実習室 ４００ １００ 

集会室 ５００ １２０ 

会議室 ３００ ７０ 

実習室 ３００ ７０ 
⑦西和地域センター 

調理実習室 ４００ １００ 

集会室 ５００ １２０ 

会議室 ３００ ７０ 

研修室 ２００ ５０ 
⑧北原地域センター 

調理実習室 ４００ １００ 

集会室 ２００ ５０ 
⑨朝日集会所 

厨房 ４００ １００ 

集会室 ２００ ５０ 

会議室 ２００ ５０ ⑩福原集会所 

厨房 ４００ １００ 

集会室 ５００ １２０ 

研修室 ２００ ５０ ⑪三笠地域センター 

調理室 ４００ １００ 

集会室 ５００ １２０ 

研修室 ２００ ５０ ⑫松岡地域センター 

調理室 ４００ １００ 

左記料金の

3割増 

お問い合わせ 総務課まちづくり推進係（℡32-2421） 
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●公民館使用料 

①公民館                                      (円) 

基本料金 

使用区分 
使用時間4時間以内 

使用時間4時間を超え

るとき1時間につき 

暖房料 冷房料 

大 集 会 室 

(なごみホール) 
２，０００ ５００ 

左記料金

の3割増 

大会議室 (さくら) ６００ １５０ 

中会議室 (もみじ) ３００  ７０ 

小会議室 (かえで) ２００  ５０ 

和室 (きり)(はぎ) ３００  ７０ 

和室 (しらかば)(ななかまど) ３００  ７０ 

和室 (すずらん)(りんどう) ３００  ７０ 

実  習  室 ４００ １００ 

創  作  室 ３００  ７０ 

配  膳  室 ４００ １００ 

町  民  室 ２００  ５０ 

控    室 ３００  ７０ 

左記料金

の3割増 
 

②結婚祝賀会                                    (円) 

主 会 場 夏 冬 摘  要 

大集会室 

(なごみホール) 
１０，０００ １２，０００ 

使用時間は6時間以内とし、6時間を

越える時、1時間につき1割を加算す

る。冷暖房料金を含む。 

③葬儀                                       (円) 

主 会 場 夏 冬 摘  要 

大集会室 

(なごみホール) 
４６，０００ ６４，０００ 

大会議室 

(さくら) 
２３，０００ ４２，０００ 

・二日間にわたり使用する場合で、

使用時間は28時間以内とする。 

・使用時間を超える場合は1時間に

つき1割加算する。 

・冷暖房料金を含む。 

④備品使用料                  (円) 

 

※ステージ使用料金は、大集会室に含む。 

 

 ⑤公民館団体年間使用料                       (円) 

回  数 使用時間4時間以内の

使用料の区分 15回まで 30回まで 60回まで 61回以上 

200円、300円   ９００  １，５００  ２，５００  ３，５００ 

400円、500円、600円 １，８００  ３，０００  ５，０００  ７，０００ 

800円 ２，８００  ４，８００  ８，０００ １１，０００ 

1,000円 ３，５００  ６，０００ １０，０００ １４，０００ 

2,000円 ７，０００ １２，０００ ２０，０００ ２８，０００ 

公民館のお問い合わせ 教育委員会社会教育係（℡32-2477） 
 

使用区分 料  金 

グ ラ ン ド ピ ア ノ １回   ５００ 

音 響 設 備 １回 １，０００ 

特 殊 照 明 １回 ２，０００ 
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●図書館使用料                                （円） 

基本料金 

使用区分 
使用時間４時間以内 

使用時間４時間を超えると

き１時間につき 

冷暖房料 

視聴覚室 ５００ １２０ 左記料金の３割増 

・団体年間使用料                        （円） 

 

 お問い合わせ 教育委員会図書館（℡32-4646） 
 

●片栗庵使用料                         (円) 

 

 

 

 

 

・団体年間使用料                      (円) 

 

 

 

 

 お問い合わせ 教育委員会社会教育係（℡32-2477） 
 

●生きがいセンター使用料                            （円） 

基本料金 

使用区分 
使用時間4時間以内 

使用時間4時間を超えるとき 

1時間につき 

暖房料 

木 彫 室 ３００ ７０ 

陶 芸 室 ５００ １００ 

窯場（電気窯） 町内1回２，０００   町外1回８，０００ 

左記料金の  

3割増 

 ※陶芸及び木彫等原材料は個人負担とする。 

陶芸等の指導者が必要なときは、1日につき5,000円を加算する。 

 ・団体年間使用料                          （円） 

 お問い合わせ 保健福祉課福祉係（℡32-2000） 
 

回  数 

１５回まで ３０回まで ６０回まで ６１回以上 

１，８００  ３，０００  ５，０００ ７，０００  

基本料金 

使用時間4時間以内 
使用時間4時間を超えるとき

1時間につき 

暖房料 

１，０００ ２５０ 左記料金の3割増

回  数 

１５回まで ３０回まで ６０回まで ６１回以上 

３，５００  ６，０００  １０，０００ １４，０００ 

回  数 
使用区分 

15回まで 30回まで 60回まで 61回以上 

木 彫 室 ９００ １，５００ ２，５００ ３，５００ 

陶 芸 室 １，８００ ３，０００ ５，０００ ７，０００ 
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●保健福祉センター使用料                       （円） 

使用区分 
使 用 時 間 

4 時間以内 

使用時間 4時間

を超えるとき 

1 時間につき 

暖房料 冷房料 

多目的ホール ５００ １２０  

ふれあいルーム ５００ １２０
左記料金の 3割

増 

健康相談室（和室） ３００ ７０  

栄養指導室（調理室） ４００ １００

左記料金

の 3割増

 

・団体年間使用料                         （円） 

回  数 
使用区分 

15 回まで 30 回まで 60 回まで 61 回以上 

多目的ホール  １，８００  ３，０００  ５，０００  ７，０００ 

ふれあいルーム  １，８００  ３，０００  ５，０００  ７，０００ 

健康相談室（和室） ９００  １，５００  ２，５００  ３，５００ 

栄養指導室（調理室）  １，８００  ３，０００  ５，０００  ７，０００ 

お問い合わせ 保健福祉課福祉係（℡32-2000） 
 
●保養センター                            （円） 

基本料金 

使用区分 
使用時間４時間以内 

使用時間４時間を超え

るとき１時間につき 

暖房料 

会議室 ３００  ７０ 左記料金の３割増 

お問い合わせ 住民課環境衛生係（℡32-2422） 
 
●農業活性化センター                         （円） 

基本料金 

使用区分 
使用時間４時間以内 

使用時間４時間を超え

るとき１時間につき 

暖房料 

サロン ３００  ７０ 

会議室 ５００  １２０ 
左記料金の３割増 

                 お問い合わせ 農業活性化センター（℡32-2010） 
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                     お問い合わせ 教育委員会スポーツ振興係（℡32-2477） 
                            総合体育館（℡32-4470） 
●総合体育館使用料 

 ①アマチュアスポーツ：アリーナ                        （円） 

基本料金 

使用区分 
使用時間 4時間以内 

使用時間 4時間を超え

るとき 1時間につき 

暖房料 

一    般 ２，０００ ５００ 左記料金の 3割増 

※専用使用で、アリーナを 2分の 1及び 4分の 1の場合の使用料は、当該使用料 

の 2分の 1及び 4分の 1の額とする。（端数 10 円未満は切り捨てる。） 

 ②その他の催し物：アリーナ                         （円） 

使用区分 入場料 使用時間 4時間以内 
使用時間 4 時間を超え

るとき 1時間につき 
暖房料 

営利目的外 なし  １８，０００  ９，０００  

営利目的 なし  ６０，０００ ３０，０００  

営利目的外 あり  ４８，０００ ２４，０００  

営利目的 あり １２０，０００ ６０，０００  

左記料金の

3割増 

 ③団体年間使用料                               （円） 

回  数 
使用区分 

15 回まで 30 回まで 60 回まで 61 回以上 

アリーナ ７，０００  １２，０００ ２０，０００ ２８，０００ 

アリーナ 2分の 1 ３，５００   ６，０００ １０，０００ １４，０００ 

アリーナ 4分の 1 １，８００   ３，０００  ５，０００  ７，０００ 
 
●総合運動公園屋外体育施設使用料                （円） 

 

※パークゴルフ場の使用料で、シーズン券及び１日券は運動広場コース・三笠山自然公園コース共通と 

する。 

 ・団体年間使用料                               （円） 

回  数 
使用区分 

15回まで 30回まで 60回まで 61回以上 

運動広場半面 １，８００ ３，０００ ５，０００ ７，０００ 

運動広場全面 ３，６００ ６，０００ １０，０００ １４，０００ 

テニスコート1面 ３，９００ １，５００ ２，５００ ３，５００ 

テニスコート2面 １，８００ ３，０００ ５，０００ ７，０００ 

テニスコート3面 ２，７００ ４，５００ ７，５００ １０，５００ 

和寒町営球場 １，８００ ３，０００ ５，０００ ７，０００ 

基本料金 

使用区分 
使用時間4時間以内 

使用時間4時間を超えるとき

 1時間につき 

運 動 広 場 半 面 ６００ １５０ 

テニスコート1面 ３００  ７０ 

町 営 球 場 ６００ １５０ 

パークゴルフ場 

パークゴルフクラブ１本  時間に関係なく  ２００
町内者（高校生以上）   １日券      ２００
             シーズン券  ３，５００
町外者（高校生以上）   １日券      ３００
             シーズン券  ７，０００
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●武道館使用料                       （円） 

基本料金 

使用時間4時間以内 
使用時間4時間を超える

とき1時間につき 

暖房料 

５００  １２０ 左記料金の3割増 

・団体年間使用料                      (円) 

回  数 

15回まで 30回まで 60回まで 61回以上 

１，８００ ３，０００ ５，０００ ７，０００

 

●青少年会館使用料                         （円） 

 

 ※体育室を2分の1の使用料は、当該使用料の2分の1の額とする。（端数10円未満は切り捨てる。） 

・団体年間使用料                         （円） 

回  数 
使用区分 

15回まで 30回まで 60回まで 61回以上 

体育室 ３，５００ ６，０００ １０，０００ １４，０００ 
研修室 ９００ １，５００ ２，５００ ３，５００ 
静養室 ９００ １，５００ ２，５００ ３，５００ 

 

●農村環境改善センター使用料                          （円） 

基本料金 

使用区分 
使用時間4時間以内 

使用時間4時間を超え

るとき1時間につき 

1日1人 暖房料 

会 議 室 ５００ １２０  

和   室 ３００  ７０  

農事研修室 ６００ １５０  

多目的ホール ６００ １５０  

左記料金 

の3割増 

健康管理室   ２００  

 ※健康管理室は、町内者・町外者とも同じ料金です。 

 ・団体年間使用料                               （円） 

回  数 
使用区分 

15回まで 30回まで 60回まで 61回以上 

会 議 室 １，８００ ３，０００ ５，０００ ７，０００

和   室   ９００ １，５００ ２，５００ ３，５００

農事研修室 １，８００ ３，０００ ５，０００ ７，０００

多目的ホール １，８００ ３，０００ ５，０００ ７，０００

 

基本料金 

使用区分 使用時間4時間以内 使用時間4時間を超える

とき1時間につき 

暖房料 

体育室 １，０００  ２５０ 

研修室 ２００  ５０ 

静養室 ２００  ５０ 

左記料金の3割増 
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●Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料                  （円） 
使用区分 単  位 金  額 

1 日 券 大 人   １００和寒町Ｂ＆Ｇ海洋 
センター シーズン券 大 人 １，０００

 ※学校プール授業は無料とする。 

  大人とは高校生以上とする。 

  プールの貸し切りはしない。 

 

●ゲートボール場使用料                     （円） 

使用区分 単 位 金  額 
町内利用者 年  間 １団体 ２，０００ 

  町外利用者 １  日 １団体   ３００ 
 

●研修館「楡」宿泊料                                 （円） 

宿泊研修 一  般 備  考 

使用区分 小学生 

以 下 

中学生 

以 上 

小学生 

以 下 

中学生 

以 上 

宿泊料 １，６００２，１００ ２，１００３，０００

暖房料 ３００ 

1 宿泊のための利用時間は午後4時から翌日

1 の午前10時とする。 

2 暖房料は11月1日から4月30日までとする。

3 食事代は含まず。 

 

●スキーリフト使用料                                 （円） 

 1回券 回数券(11回) ナイター券 学校団体券 団体券 1日券 3時間券 シーズン券 

一 般 ２０，０００

高校生 １２，０００

大人 １２０ １，２００ ９００ １００１，５００１，８００ ８００

ｽｷｰ協会員 １２，０００

小人 ９０ ９００ ６００ ６０１，０００１，２００ ６００ ５，０００
適用
方法 
有効期
間は、
発売当
日限り
とす
る。 

有効期間は、
発売当日より
当該1シーズ
ン限りとす
る。 

有効期間
は、発売当
日限りとす
る。 

有効期間
は、発売当
日限りと
し土日祝
日を除く
スキー授
業で2時間
乗り放題
とする。

有効期間
は、発売当
日限りと
し10人以
上の団体
とする。 

有効期間
は、発売当
日限りと
する。 

有効期
間は発
売当日
限りと
する。
 
 
 
 

有効期間は、発売当日よ
り当該1シーズン限りと
する。 
 
〔シーズン券は 

改正なし〕 

 ※ 各団体券及び1日券は、夜間は使用できない。 

 小人は、中学生以下とする。 


